
北海道整形災害外科学会会員情報の紹介に関する取扱い方針 
 
１．個人情報の収集の目的 

北整会は、本学会の業務に関する情報提供、会員の資格認定、会員への業務目的に沿って行う 
サービスの提供および過去に集められた会員情報の更新を目的に収集・管理し、目的以外には 

 使用しない。 
 
２．会員情報の紹介に関しての取扱いは、次の方針による。なお、この方針については、必要が 

あれば随時見直しを行うものとする。 
１）照会に応じる可能性がある場合 

   ① 会員本人からの照会 
   ② 警察・検察からの法令に基づく照会 
   ③ 官公庁、裁判所からの公文書による法令上の根拠を示した照会 
   ④ 国の機関（独立行政法人を含む）等からの公的な照会 
   ⑤ 会員から使用目的を記した書面による他の会員の氏名、住所（勤務先を含む）の照会 
  ※留意事項 
   ① いずれの場合にも照会者が身分を偽っていないか、充分確認をする。 
   ② ①、④、⑤については、照会者の住所、氏名、捺印（国においては印字と公印）を記した 
     書面による照会のみ受付ける。 
 
 ２）照会に応じない場合 
   ① 家族・近親者以外で、本人の関係者と称する者からの照会 
   ② 企業等からの照会 
   ③ 私的な利害関係者からの照会 
   ④ 興信所からの照会 
   ⑤ 報道機関からの照会 
 
 ３）照会に対する回答事項 
  回答事項については、次の項目の範囲内とする。 
   ① 勤務先（郵便番号・住所、施設名） 
   ② 在会の有無、入会年月日 
   ③ 役員、各種委員会委員等の活動状況 
   ④ メールアドレス 
   ⑤ 自宅住所 
   ⑥ 電話番号 
   ⑦ 会費の入金状況 
   ⑧ その他、理事会が必要と認めた事項 
  ※この方針に疑義がある場合は、会長の指示を仰ぐ。 


